
大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 程 及 び 一 般 職 の

任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 の

あ ら ま し  

 

１  人 事 院 の 勧 告 及 び 国 家 公 務 員 の 取 扱 い を 踏 ま え 、 期 末 手 当 の 支 給 割

合 を 引 き 下 げ る と と も に 、 令 和 ４ 年 ６ 月 期 の 期 末 手 当 か ら 、 令 和 ３ 年

度 の 引 下 げ に 相 当 す る 額 を 減 額 し ま す 。  

 

２  こ の 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し ま す 。  


